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児
童
手
当
・
特
例
給
付
を
受
給
し
て
い
る

方
は
、
所
得
状
況
や
お
子
さ
ん
の
養
育
状
況

の
確
認
の
た
め
、
毎
年
６
月
に
「
現
況
届
」

の
提
出
が
必
要
で
す
。

◆
現
況
届
の
手
続
き

　
対
象
の
方
に
は
、
５
月
下
旬
に
必
要
な
書

類
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
現
況
届
に
必
要
事

項
を
記
入
し
、
６
月
末
ま
で
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。（
子
育
て
支
援
課
へ
の
郵
送
で
の

提
出
も
可
）

※

提
出
が
遅
れ
た
場
合
、
10
月
支
給
予
定

の
手
当
が
遅
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

※

最
近
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
な
ど
で
、
手

当
等
の
申
請
（
請
求
）
が
お
済
み
で
な

い
児
童
分
に
つ
い
て
は
、
別
途
お
早
め

に
申
請
（
請
求
）
を
し
て
く
だ
さ
い
。

★
平
日
受
付
（
本
庁
と
全
支
所
）：
６
月

２
日
（
月
）〜
30
日
（
月
）
８
時
30
分

〜
17
時
15
分

★
平
日
夜
間
受
付
（
本
庁
の
み
）：

　
６
月
２
日
（
月
）〜
６
日
（
金
）
17
時

30
分
〜
20
時

★
土
日
受
付
（
本
庁
の
み
）：

　
６
月
７
日
（
土
）、
８
日
（
日
）、

　
28
日
（
土
）、
29
日
（
日
）

　
９
時
〜
12
時

◆
手
続
き
に
必
要
な
も
の

①
受
給
者
の
健
康
保
険
証
の
コ
ピ
ー
（
出

雲
市
国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い

る
方
は
、
提
出
不
要
で
す
）

②
印
鑑
（
認
印
で
構
い
ま
せ
ん
が
、
ス
タ

ン
プ
印
は
不
可
）

③
そ
の
他
、平
成
26
年
度
（
平
成
25
年
分
）

所
得
（
課
税
）
証
明
書
な
ど
、
必
要
な

書
類
の
提
出
を
お
願
い
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

◆
手
続
き
に
あ
た
っ
て

※

平
成
25
年
分
の
所
得
等
の
状
況
に
よ
っ

て
は
、
受
給
者
の
変
更
を
お
願
い
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。（
基
本
的
に
、
父

母
の
う
ち
、
所
得
の
高
い
方
が
、「
生

計
中
心
者
」
と
し
て
手
当
等
を
受
給
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
）　

※

現
況
届
を
審
査
し
た
結
果
、
所
得
制
限

限
度
額
以
上
の
場
合
、「
児
童
手
当
」

の
代
わ
り
に
「
特
例
給
付
」
と
し
て
、

支
給
対
象
児
童
一
人
当
た
り
月
額
５
千

円
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

※

生
計
中
心
者
が
単
身
赴
任
な
ど
で
児
童

と
別
居
し
て
い
る
場
合
は
、
生
計
中
心

者
の
「
住
所
地
の
市
区
町
村
」
で
現
況

届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

※

こ
れ
ま
で
出
雲
市
で
手
当
等
を
受
給
さ

れ
て
い
て
、
新
た
に
公
務
員
（
独
立
行

政
法
人
職
員
、
財
団
等
に
派
遣
さ
れ
て

い
る
人
を
除
く
）
に
な
ら
れ
た
方
は
、

出
雲
市
へ
「
消
滅
届
」
の
提
出
を
し
て

い
た
だ
き
ま
す
。
こ
れ
は
、
生
計
中
心

者
が
公
務
員
の
場
合
は
、
勤
務
先
で
手

当
等
を
受
給
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
で

す
。

◆
手
続
き
の
場
所

　
子
育
て
支
援
課
及
び
各
支
所
の
市
民
サ
ー

ビ
ス
課
（
平
田
支
所
は
市
民
福
祉
課
、
斐
川

支
所
は
健
康
福
祉
課
）

お
た
ず
ね
／

　
　
子
育
て
支
援
課

　
　
　
　
☎
㉑
６
９
６
３

★所得制限

★支給額
　　　　　＜所得制限未満：児童手当＞　 　　　　　＜所得制限以上：特例給付＞

扶養親族の数 限度額目安
（給与収入ベース）

０人 8 3 3 . 3 万円

１人 8 7 5 . 6 万円

２人 9 1 7 . 8 万円

３人 9 6 0 万円

児童の年齢 児童一人当たり月額

３歳未満 一律 15,000円

３歳以上～ 第１・２子 10,000円

小学校修了前 第３子15,000円

中学生 一律 10,000円

児童の年齢 児童一人当たり月額

０歳～中学生 一律　5,000円

※児童手当での「第１子」「第２子」「第３子」とは、            
　出生から高校卒業までの年齢（18歳の年度末まで）　　　
　の間にあるお子さんで数えたものです。

※世帯合算の所得ではなく、受給される方（生計中心者）　
　の所得のみで判定します。

平
成
25
年
度
の
現
況
届
を
未
提
出
の

方
は
、
あ
わ
せ
て
提
出
を
お
願
い
し

ま
す
。

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付

金
の
手
続
き
に
つ
い
て
は

６
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

乳幼児等医療費助成制度改正のお知らせ

７月診療分から、３歳以上就学前の
お子さんの医療費が無料になります
７月診療分から、３歳以上就学前の
お子さんの医療費が無料になります

平成2６年
６月まで

自己負担額
（負担割合） 無 料

通 院

無 料

入 院

無 料

薬局等

０歳～３歳未満
区　　分

医療機関ごとに
１,000円/月まで

（１割負担）

通　院

医療機関ごとに
２,000円/月まで

（１割負担）

入　院

無 料

薬局等

３歳～小学校就学前

平成2６年
７月から 自己負担額 無　料

通　　院

無　料

入　　院

無　料

薬 局 等

０歳～小学校就学前
区　　分

　乳幼児等医療費助成の対象は、保険診療分のみです。入院時食事療養費や差額室料、文書料、初診時負
担金、検診代、予防接種代は助成対象外です。
　薬局等とは薬局、柔道整復施術所、はり、きゅう及びあんまマッサージ施術所、治療用装具製作所、訪
問看護ステーションのことです。

　新「乳幼児等医療費受給資格証」（むらさき色）の交付
　６月中旬に送付します。

※０歳から３歳未満の方も有効期限が「就学前まで」に変更となるため、新しい乳幼児等医療費受給資
格証（むらさき色）を送付します。

おたずね／子育て支援課（☎21－6963）

制度改正

6月は環境月間です！6月は環境月間です！
　市では、６月第１日曜日（今年は１日）
を「市民一斉クリーンデー」としています。
6月の環境月間中に町内会などの団体や
個人で清掃活動を行いませんか。
　ポイ捨てができない環境をつくり、ごみ
を捨てない気持ちを育みましょう。
　「みんなのまちは、みんなできれいに」・
「ポイ捨てをなくし、清潔で快適なまちづく
り」　一斉清掃にご協力ください。

おたずね/環境政策課（☎21－6535）

　6月5日は「環境の日」です。これは、1972年（昭和47
年）6月5日からストックホルムで開催された「国連人間環
境会議」を記念して定められたものです。国連では、日本の
提案を受けて6月5日を「世界環境デー」と定めています。
日本では、平成３年度から、６月の１か月間を「環境月間」
として、さまざまな取組を行っています。
　また、環境省では不法投棄を発生させない環境づくりをさ
らに強化するための取組として、5月30日（ごみゼロの日）
から6月5日（環境の日）までの期間を「全国ごみ不法投棄
監視ウィーク」とし、市では、６月第１日曜日（今年は１
日）を「市民一斉クリーンデー」としています。

環境の日・
環境月間とは…
環境の日・
環境月間とは…

児
童
手
当・特
例
給
付
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
は

児
童
手
当・特
例
給
付
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
は

〝
現
況
届
〞の
提
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が
必
要
で
す
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現
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提
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が
必
要
で
す
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が
必
要
で
す
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が
必
要
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日）を「市民一斉クリーンデー」としています。
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